
事業系ごみ減量施策について 

１ 「事業系廃棄物処理ガイドライン」の作成

事業系ごみの減量化・リサイクルを推進するため、事業活動に伴い発生する廃棄物の分別、適正

処理方法などを記載した「事業系廃棄物処理ガイドライン」を平成 25 年度に改訂。以下の 10 分別

の指針を示し、平成 26 年度に事業者へ周知、平成 27 年度から本格実施した。 

市で処理できる事業系ごみ（３分別）、民間施設で処理できる資源物（５分別）、産業廃棄物（２

分別：廃プラスチック類・ペットボトル） 

■市の処理施設における受入れ実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

許可・直接搬入（ｔ） 84,513 84,962 82,961 78,224 

２ 排出事業者訪問指導 

「事業系廃棄物処理ガイドライン」に基づき、事業用大規模建築物の所有者などへ廃棄物の分別、

処理状況などの確認及び訪問指導を実施している。 

 産業廃棄物排出禁止チラシの配布 3,000 部（H24） 

■訪問指導実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

訪問数（件） 20 0 29 24 

３ 「３R 優良事業者認定制度」 ※「ごみ減量化・資源化協力店制度」からの移行 

ごみの減量化・３Ｒを積極的に取り組む事業者を顕彰する制度（平成 25 年度開始） 

認定事業者には「認定証」「認定プレート」「認定ステッカー」を交付し、取組み内容を市ホー

ムページや広報紙で周知している。 

 ３Ｒ！トップカンパニー   認定基準評価項目 25 点以上の取組みを実施する事業者 

 ３Ｒ！パートナーカンパニー 認定基準評価項目 10 点以上の取組みを実施する事業者 

■認定事業者数 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

トップカンパニー（事業所数） 64 71 72 

パートナーカンパニー（事業所数） 2 5 7 

４ 資源物（古紙類・びん・缶）などの搬入規制 

「事業系廃棄物処理ガイドライン」に基づき、資源物（古紙類・びん・缶）及び廃プラスチック

類などの産業廃棄物は、市の処理施設への搬入を規制している。 

また、廃棄物の減量と資源物との分別を推進するため、事業者の自発的な取組みを促すとともに、

市の処理施設での展開検査を継続実施し、分別徹底指導を行い、リサイクルできる古紙類が搬入さ

れた場合は、持ち帰りなどの指導を行っている。

■展開検査実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

検査回数 100 86 102 150 

検査台数 172 229 468 760 

検査対象

・回数 

焼却施設 古紙類（週２） 古紙類（週２） 古紙類（週２） 古紙類・廃プラなど（週２）

破砕施設 水銀・鉛（年４） 水銀・鉛（年 50） 水銀・鉛（年 16） 産業廃棄物など（年 51）

５ 減量計画書などによる計画的な取り組みの促進 

事業用大規模建築物の所有者などに対し、廃棄物の減量・資源化及び適正処理を進めるため「減

量計画書」の作成、廃棄物管理責任者の選任、廃棄物保管場所の設置を義務づけている。 

 事業用大規模建築物の主なもの…事務所、店舗、旅館、学校など 

 減量計画書…上記建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書

■減量計画書などによる資源化実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

対象建築物（事業所数） 463 484 505 544

総排出量Ａ（ｔ） 33,934.86 37,034.67 39,708.47 37,448.45

資源化量Ｂ（ｔ） 19,589.10 21,941.70 23,492.40 22,793.52

資源化率Ｂ/Ａ（％） 57.73 59.25 59.16 60.87

６ 食品廃棄物（学校給食残渣）の再生利用・資源化 

直営給食実施の学校、幼稚園、給食センターなどから排出される給食残渣（調理くず、食べ残し）

の再生利用・資源化を図るため、飼料化と堆肥化に取り組む。

 飼料化…平成 24 年度開始 市内２業者で飼料原料として活用 

 堆肥化…平成 16 年度開始 市施設（舞平清掃センター）と民間処理施設で堆肥化 

     できた堆肥は市民へ無料配布（市施設）、農家へ販売（民間施設）されている。 

 ■食品廃棄物の資源化実績 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

飼料化 
対象校（校・園） 16 16 16 36 

回収量（ｔ） 62 61 48 78 

堆肥化 
対象校（校・園） 128 128 143※1 116※2

回収量（ｔ） 451 434 458 385 

  ※1 前年度比＋15 所管課の変更：西部給食センター（保健給食課⇒廃棄物対策課） 

 ※2 前年度比△27 飼料化への移行、学校の統廃合 
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